
JP 4566771 B2 2010.10.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓管部の基端側に連結された操作部からの遠隔操作によって屈曲される湾曲部が上記
可撓管部の先端に連結され、処置具が挿脱される処置具挿通チャンネルが上記可撓管部内
と湾曲部内の全長にまたがって挿通配置された内視鏡の挿入部において、
　上記処置具挿通チャンネルの上記湾曲部内に位置する部分全体を含む先端寄りの部分の
外周面に螺旋溝を形成し、バネ性のある金属製の先側保護用コイル体を上記螺旋溝の溝底
に沿って巻き付けて弾力性のある接着剤で上記螺旋溝内に固定すると共に、バネ性のある
金属製の後側保護用コイル体を、上記可撓管部内に位置する上記処置具挿通チャンネルの
外周面の、上記先側保護用コイル体が巻き付けられている範囲の後端寄りの部分と上記先
側保護用コイル体が巻き付けられていない部分全体とにわたって被嵌したことを特徴とす
る内視鏡の挿入部。
【請求項２】
　上記先側保護用コイル体が上記処置具挿通チャンネルの外周面から突出しない状態に上
記螺旋溝に巻き付けられている請求項１記載の内視鏡の挿入部。
【請求項３】
　上記後側保護用コイル体が密着巻きコイルである請求項１又は２記載の内視鏡の挿入部
。
【請求項４】
　上記後側保護用コイル体が粗巻きコイルである請求項１又は２記載の内視鏡の挿入部。
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【請求項５】
　上記後側保護用コイル体の素線の断面形状が円形である請求項１、２、３又は４記載の
内視鏡の挿入部。
【請求項６】
　上記後側保護用コイル体の素線の断面形状が偏平である請求項１、２、３又は４記載の
内視鏡の挿入部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は内視鏡の挿入部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡の挿入部には一般に、可撓管部の基端側に連結された操作部からの遠隔操作によ
って屈曲される湾曲部が可撓管部の先端に連結されると共に、処置具が挿脱される処置具
挿通チャンネルが可撓管部内と湾曲部内の全長にまたがって挿通配置されている。
【０００３】
　そして、湾曲部内における処置具挿通チャンネルの存在は湾曲部を屈曲操作する際の最
も大きな抵抗発生源になるので、処置具挿通チャンネルの湾曲部内に位置する部分の外周
面に螺旋溝を形成して処置具挿通チャンネルが小さな力でも屈曲するようにし、それと同
時に、湾曲部が繰り返し屈曲されても処置具挿通チャンネルが座屈しないように、バネ性
のある金属製の保護用コイル体を螺旋溝の底面に沿って巻き付けてある（例えば、特許文
献１）。
【０００４】
　また、処置具挿通チャンネルの座屈防止の目的ではないが、湾曲部内で螺旋溝に沿って
巻き付けられている保護用コイル体をそのまま延長させて、処置具挿通チャンネルのその
他の部分の外周面にも全長にわたって巻き付けたものがある（例えば、特許文献２）。
【特許文献１】実開平６－４１７０１
【特許文献２】実開昭６２－３９８０６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された発明のように、処置具挿通チャンネルに対する保護用コイル体
の巻き付けを湾曲部だけに限ると、それより手元側寄りの可撓管部が非常に小さな曲率半
径で屈曲された時にその内部で処置具挿通チャンネルが座屈する場合がある。
【０００６】
　したがって、処置具挿通チャンネルの全長にわたって螺旋溝を形成して、その溝底に沿
って保護用コイル体を巻き付ければよいとも考えられるが、それでは製造コストが非常に
嵩んでしまう。
【０００７】
　そこで、特許文献２に記載された発明のように、湾曲部以外の部分では処置具挿通チャ
ンネルに螺旋溝を形成せずに外周面に直接保護用コイル体を巻き付けることが考えられる
が、湾曲部内で螺旋溝に沿って巻き付けられている保護用コイル体をそのまま延長させて
処置具挿通チャンネルの外周面に巻き付けるには、保護用コイル体の径を拡げながら巻き
付ける必要があるため、組み付け作業が非常に難しくて結局組み立てコストが嵩んでしま
う。
【０００８】
　そこで本発明は、処置具挿通チャンネルが湾曲部内だけでなく可撓管部内でも屈曲時に
座屈しない構成を低コストで実現することができる内視鏡の挿入部を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡の挿入部は、可撓管部の基端側に連結され
た操作部からの遠隔操作によって屈曲される湾曲部が可撓管部の先端に連結され、処置具
が挿脱される処置具挿通チャンネルが可撓管部内と湾曲部内の全長にまたがって挿通配置
された内視鏡の挿入部において、処置具挿通チャンネルの湾曲部内に位置する部分全体を
含む先端寄りの部分の外周面に螺旋溝を形成し、バネ性のある金属製の先側保護用コイル
体を螺旋溝の溝底に沿って巻き付けて弾力性のある接着剤で螺旋溝内に固定すると共に、
バネ性のある金属製の後側保護用コイル体を、可撓管部内に位置する処置具挿通チャンネ
ルの外周面の、先側保護用コイル体が巻き付けられている範囲の後端寄りの部分と先側保
護用コイル体が巻き付けられていない部分全体とにわたって被嵌したものである。
【００１０】
　なお、先側保護用コイル体が処置具挿通チャンネルの外周面から突出しない状態に螺旋
溝に巻き付けられていると、後側保護用コイル体の被嵌作業を先側保護用コイル体と干渉
せずに楽に行うことができる。
【００１１】
　また、後側保護用コイル体は密着巻きコイルであってもよく、或いは粗巻きコイルであ
ってもよい。そして、後側保護用コイル体の素線の断面形状は円形であってもよく、或い
は偏平であってもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、処置具挿通チャンネルの湾曲部内に位置する部分では処置具挿通チャ
ンネルの外周面に形成された螺旋溝が先側保護用コイル体を巻き付けられ、可撓管内に位
置する部分では、先側保護用コイル体とは別体の後側保護用コイル体が処置具挿通チャン
ネルに被嵌されているので、処置具挿通チャンネルが湾曲部内だけでなく可撓管部内でも
座屈しない構成を低コストで実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　可撓管部の基端側に連結された操作部からの遠隔操作によって屈曲される湾曲部が可撓
管部の先端に連結され、処置具が挿脱される処置具挿通チャンネルが可撓管部内と湾曲部
内の全長にまたがって挿通配置された内視鏡の挿入部において、処置具挿通チャンネルの
湾曲部内に位置する部分全体を含む先端寄りの部分の外周面に螺旋溝を形成し、バネ性の
ある金属製の先側保護用コイル体を螺旋溝の溝底に沿って巻き付けて弾力性のある接着剤
で螺旋溝内に固定すると共に、バネ性のある金属製の後側保護用コイル体を、可撓管部内
に位置する処置具挿通チャンネルの外周面の、先側保護用コイル体が巻き付けられている
範囲の後端寄りの部分と先側保護用コイル体が巻き付けられていない部分全体とにわたっ
て被嵌する。
【実施例】
【００１４】
　図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図２は内視鏡の全体構成を示しており、外力によって自由に屈曲する可撓管部１の先端
に連結された湾曲部２は、可撓管部１の基端に連結された操作部４からの遠隔操作により
、二点鎖線で示されるように任意の方向に任意の角度だけ屈曲させることができる。
【００１５】
　そして、湾曲部２の先端には対物光学系等を内蔵する先端部本体３が連結されていて、
可撓管部１と湾曲部２と先端部本体３により挿入部が構成され、処置具を挿脱するための
例えば四フッ化エチレン樹脂チューブ等からなる処置具挿通チャンネル６が、可撓管部１
内と湾曲部２内の全長にまたがって挿通配置されている。また、処置具挿入口６ａは可撓
管部１と操作部４との連結部近傍に配置され、処置具突出口６ｂは先端部本体３に配置さ
れている。
【００１６】
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　操作部４には、湾曲部２を屈曲操作するための湾曲部操作ノブ５の他に、吸引操作弁７
や送気送水操作弁８等が配置されていて、吸引操作弁７と処置具挿通チャンネル６とは操
作部４内で吸引連通管９を介して連通している。
【００１７】
　図１は、処置具挿通チャンネル６が可撓管部１内と湾曲部２内の全長にわたって挿通配
置された挿入部を示しており、処置具挿通チャンネル６の湾曲部２内に位置する部分全体
を含む先端寄りの部分Ａには先側保護用コイル体１１が巻き付けられ、先側保護用コイル
体１１が巻き付けられている範囲の後端寄りの部分と、可撓管部１内に位置する処置具挿
通チャンネル６の先側保護用コイル体１１が巻き付けられていない部分全体とにわたって
後側保護用コイル体１２が巻き付けられている。
【００１８】
　なお、Ｂは処置具挿通チャンネル６に後側保護用コイル体１２が巻き付けられている部
分、Ｃは先側保護用コイル体１１と後側保護用コイル体１２とが重なって処置具挿通チャ
ンネル６に巻き付けられている部分である。
【００１９】
　図３は、先側保護用コイル体１１と後側保護用コイル体１２とが取り付けられた状態の
処置具挿通チャンネル６を示しており、処置具挿通チャンネル６の湾曲部２内に位置する
部分全体を含む先端寄りの部分の外周面には螺旋溝１０が形成されていて、例えばバネ用
ステンレス鋼線を一定の径で巻いて形成された先側保護用コイル体１１が、螺旋溝１０の
溝底に沿って巻き付けられている。先側保護用コイル体１１は、円形断面の素線を内径寸
法とピッチが各々螺旋溝１０の溝底とほぼ合致する形状寸法に一定の径で巻いて形成され
ている。
【００２０】
　そして、湾曲部２と共にその内側で処置具挿通チャンネル６が屈曲した時に先側保護用
コイル体１１が螺旋溝１０内から飛び出さないように、螺旋溝１０内には例えばシリコン
系接着剤等のように弾力性に富んだ接着剤が充填されて先側保護用コイル体１１を螺旋溝
１０内に接着している。
【００２１】
　一方の後側保護用コイル体１２は、例えば内径寸法が処置具挿通チャンネル６の外径寸
法とほぼ合致していて素線の断面形状が円形のバネ用ステンレス鋼線製の密着巻きコイル
パイプにより形成されて、凹凸のない処置具挿通チャンネル６の外周面に直接被嵌されて
いる。
【００２２】
　したがって、先側保護用コイル体１１と後側保護用コイル体１２とが重なり合う部分Ｃ
では、その部分を拡大して図示する図４にも示されるように、螺旋溝１０内に巻き付けら
れた先側保護用コイル体１１の外周を囲む状態に後側保護用コイル体１２が被嵌されてい
る。
【００２３】
　そして、先側保護用コイル体１１が処置具挿通チャンネル６の外周面から全く突出しな
い状態に螺旋溝１０に巻き付けられているので、後側保護用コイル体１２を先側保護用コ
イル体１１と干渉することなく処置具挿通チャンネル６に容易に被嵌することができる。
【００２４】
　このように構成された実施例の内視鏡の挿入部においては、湾曲部２内では処置具挿通
チャンネル６に形成された螺旋溝１０に先側保護用コイル体１１が巻き付けられているこ
とにより、湾曲部２を軽い操作力で屈曲させることができて、繰り返し屈曲操作しても処
置具挿通チャンネル６が座屈せず、可撓管部１内では処置具挿通チャンネル６の外周面に
後側保護用コイル体１２が巻き付けられているので、可撓管部１が小さな曲率半径で屈曲
されても処置具挿通チャンネル６が座屈しない。
【００２５】
　そして、後側保護用コイル体１２として先側保護用コイル体１１より内径の大きなコイ
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り低コストで処置具挿通チャンネル６に取り付けることができる。
【００２６】
　また、先側保護用コイル体１１と後側保護用コイル体１２とが重なり合う部分Ｃを設け
てあるので、先側保護用コイル体１１と後側保護用コイル体１２との境界部分で処置具挿
通チャンネル６が座屈する恐れもなく、先側保護用コイル体１１と後側保護用コイル体１
２とが重なり合う部分Ｃは湾曲部２内ではなく可撓管部１内の部分（ただし、湾曲部２近
くの部分）に配置されるので、湾曲部２の屈曲操作が重くなることもない。
【００２７】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば図５に示されるように、
後側保護用コイル体１２として断面形状が偏平のコイルパイプを用いてもよく、図６に示
されるように、後側保護用コイル体１２として粗巻きのコイルパイプを用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡の挿入部の側面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡の全体構成を示す側面図である。
【図３】本発明の第１の実施例の処置具挿通チャンネルに先側保護用コイル体と後側保護
用コイル体が取り付けられた状態の側面部分断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例の先側保護用コイル体と後側保護用コイル体とが重なり合
う部分を拡大して示す側面断面図である。
【図５】本発明の第２の実施例の先側保護用コイル体と後側保護用コイル体とが重なり合
う部分の側面断面図である。
【図６】本発明の第３の実施例の先側保護用コイル体と後側保護用コイル体とが重なり合
う部分の側面断面図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１　可撓管部
　２　湾曲部
　４　操作部
　６　処置具挿通チャンネル
　１０　螺旋溝
　１１　先側保護用コイル体
　１２　後側保護用コイル体
　１３　弾力性のある接着剤
　Ａ　先側保護用コイル体が処置具挿通チャンネルに巻き付けられた部分
　Ｂ　後側保護用コイル体が処置具挿通チャンネルに被嵌された部分
　Ｃ　先側保護用コイル体と後側保護用コイル体とが重なり合う部分
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金属头保护线圈体11围绕该部分插入。沿着螺旋槽10的底部设置并用弹
性粘合剂13固定在螺旋槽10中。弹性金属背部保护线圈体12缠绕在治疗
工具插入的外周表面的另一部分上通道6位于柔性管部分1的内部，其中
头部保护线圈主体11未被缠绕，并且还围绕头部保护线圈主体11被缠绕
的范围的近侧部分。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4b6c0982-81c4-4dd8-96e5-80603cd646f6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/036980852/publication/JP4566771B2?q=JP4566771B2

